
能登半島を中心とした地震・津波で被災した入学志願者の入学検定料の免除等について 

 

能登半島を中心に発生した地震と津波に伴う災害により被災された皆さまに心よりお見舞い

を申し上げます。名古屋学院大学では、本学志願者の経済的な負担を軽減するとともに、進学機会

の確保を図るため、被災状況により、今後予定する本学入学試験（2024年度入試）の入学検定料免除等

の特別措置を講じます。  

つきましては、今回の制度の適用を希望する志願者の方は、下記の要領で手続をお取りくださいます

ようご案内いたします。また、本申請手続及び出願手続において、被災等により「出願確認票が印刷で

きない」「調査書が入手できない」等の障害が発生している、または発生が見込まれる場合は、メール

又は電話で、事前に（学部入試）入学センター・（大学院入試）大学院事務室へご連絡願います。 

被災地におられる皆さまの安全と地域の一刻も早い復興を心から祈念いたします。  

 

1．対象入試区分  

（1）学部入試  

一般入試（前期）（中期）（後期） 

共通テストプラス入試、共通テスト利用入試（前期）（中期）（後期） 

自己推薦入試（後期）、指定種目スポーツ入試（後期）、外国人留学生入試 

（2）大学院入試 

 

2．対象者  

本学入学試験の志願者のうち、学費負担者（主たる家計支持者）又は本人が、2024年1月1日以降

に発生した能登半島を中心とする地震により災害救助法が適用された市町村で被災し、且つ、下記

のいずれかに該当する場合。 

①家宅等の被災状況が全壊、半壊、一部損傷又は流失等した場合 

②学費負担者が死亡又は行方不明の場合  

 

3．申請方法  

（1）必要書類 

以下の必要書類を揃えて、下記送付先まで郵送してください。  

※申請は当該入試の出願後でも構いません（3月29日までに申請してください）。 

①「入学検定料減免申請書」（所定様式）  

②市区町村発行の「罹災証明書」  

※罹災状況の区分（全壊、半壊、一部損傷等）が明記された市区町村発行の証明書  

③死亡又は行方不明を証明する書類 

※学費負担者（主たる家計支持者）が被災により死亡又は行方不明の場合 

 

（2）申請期間 

2024年1月10日（水）～3月29日（金） 

 



（3）申請書送付先（郵送） 

（学部入試） 

〒456-8612 名古屋市熱田区熱田西町1－25 名古屋学院大学 入学センター 入学検定料減免係 

（大学院入試） 

〒456-0062 名古屋市熱田区大宝3－1－17  名古屋学院大学 大学院事務室 入学検定料減免係 

 

4．その他 

（1）申請にあたっての留意事項  

①出願システムの関係上、減免申請をされる場合であっても、いったん検定料の振込をしていた

だく必要があります（後日、申請書を確認・処理の上、返金手続を行います。）。ただし、振

込が困難な場合は、遠慮なくご一報ください。 

②被災の程度によっては減免を受けられないことがあります。 

③申請にあたってご不明な点がございましたら、（学部入試）入学センター・（大学院入試）大

学院事務室までお問合せください。 

 

（2）提出書類の送付の遅れ等について 

申請手続及び出願手続において、被災等により「出願確認票が印刷できない」「調査書が入手

できない」等の障害が発生している、または発生が見込まれる場合はメール又は電話で、事前に

（学部入試）入学センター・（大学院入試）大学院事務室へご連絡願います。 

 

（3）入学金及び授業料の減免について 

本学「災害時緊急奨学金規程」に基づき、被災状況により、入学金の全額及び授業料の

半額又は全額を減免する特別措置を講じます。詳しくは、（学部入試）入学センター・

（大学院入試）大学院事務室までご連絡願います。  

 

（4）本件の問合せ先 

（学部入試） 

名古屋学院大学 入学センター 

電話：052‐678-4088 （対応時間：平日8時45分～16時45分） 

e-mail：nyugaku@ngu.ac.jp 

（大学院入試） 

名古屋学院大学 大学院事務室 

電話：052‐678‐4076 （対応時間：平日10時30分～18時15分） 

e-mail：ngugs @ngu.ac.jp 

 


